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財団法人自治総合センターのコミュニティ助成に

ついて教えてください。

１．はじめに

コミュニティ助成は、財団法人自治総合センター

が行っている宝くじの普及広報事業の一つで、住民

が行うコミュニティ活動に助成を行い、コミュニテ

ィの健全な発展を図るものです。

コミュニティ助成には、次の５つの助成事業があ

ります。

①一般コミュニティ助成事業

②緑化推進コミュニティ助成事業

③コミュニティセンター助成事業

④青少年健全育成助成事業

⑤自主防災組織育成助成事業

２．助成を受けるための前提条件

上記５つの助成事業の対象となるには、以下の基

準をクリアしなければなりません。

・宝くじの普及広報の効果が発揮できるもの

・国の補助金及び地方債を充当していないもの

・原則、短期間に消費若しくは破損するような施

設又は設備の整備でないもの

整備後は、当該地区の住民のコミュニティ組

織により、維持管理されることが望ましい

３．各助成事業の解説

①一般コミュニティ助成事業

この事業は、住民が自主的に行うコミュニティ

活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意

識の向上を目指すものであり、コミュニティ活動

に直接必要な施設又は設備の整備に関する事業に

ついて助成が行われます。

なお、助成対象となる施設・設備（備品）につ

いて、参考例（別表１）を記載していますが、事

業内容によっては助成対象外となる場合がありま

すので、留意してください。

事業の実施主体は、市町村、自治会・町内会等

のコミュニティ組織＊又はその連合体と定められて

います。しかし、事業の性格上、市町村よりコミ

ュニティ組織が事業実施主体となることが望まし

いと考えられ、事業採択にあたっては、コミュニ

ティ組織が事業実施主体となるものを優先すると

されています。

助成金額は、１件につき１００万円～２５０万円で、

１０万円単位となっています。

②緑化推進コミュニティ助成事業

この事業は、コミュニティ組織による植樹・植

栽又はその維持管理を中心とした緑化推進活動を

通じて、地域住民のコミュニティ意識の醸成が図

られるものに対し助成を行うものです。

事業の実施主体は、市町村、コミュニティ組織
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又はその連合体と定められています。しかし、こ

の事業も、一般コミュニティ助成事業と同様に、

事業の性格上、地区住民のコミュニティ組織が事

業の実施主体となることが望ましいと考えられ、

事業採択にあたっても、コミュニティ組織が主体

となるものを優先するとされています。

助成対象は、広場、公園、児童遊園等のコミュ

ニティ施設又はその周辺における植樹・植栽、主

としてコミュニティ組織が行う緑地帯、花壇等の

造成、フラワーポットの整備及び緑化の推進に要

する苗木、種子の購入、用具等の整備ですが、特

に植樹が優先されます。

なお、市町村が事業の実施主体となる場合、次

の２点に留意してください。

・事業実施場所が総合運動公園等の市町村の管理

施設であれば、市町村が実施すべき事業である

とみなされ、助成対象外となる場合があること

・事業実施後の維持管理はコミュニティ組織が行

わなければならないこと

助成金額は、１件につき５０万円～２００万円で、１０

万円単位となっています。

③コミュニティセンター助成事業

この事業は、次の基準に適合する、住民の行う

自主的なコミュニティ活動を積極的に推進するた

めの多目的な総合施設（コミュニティセンター・

自治会集会所等）の建設整備に対し助成を行うも

のです。

助成対象基準

・当該地区のコミュニティ活動推進のために必

要な施設

・当該地区住民の協力の下に、コミュニティ計

画に基づき実施するコミュニティセンターの

建設整備

助成対象は、本体工事費、付帯設備（電気、空

調、給排水等）工事費及び同一年度内の工事費と

一体となった設計管理委託費と定められています。

土地の取得費、造成費、解体費及び外構工事費並

びに既存施設の増改築と修繕費は含まれません。

なお、施設内容の参考例（別表２）を記載して

いますが、助成対象外となる場合がありますので、

留意してください。

事業の実施主体は、市町村、コミュニティ組織

又はその連合体と定められています。

助成金額は、対象となる総事業費の５分の３以

内に相当する額で、１,５００万円が限度となってい

ます。

この事業の採択件数は、原則、各都道府県にお

いて上限３件であるため、府内市町村からの申請

件数が３件以上ある場合は、当課において優先順

位を付して自治総合センターに申請します。

④青少年健全育成助成事業

この事業は、青少年の健全育成に資するため、

主として小・中学生が参加する次のソフト事業に

対し助成を行うものです。

・スポーツ･レクリエーション活動に関する事業

・文化･学習活動に関する事業

・その他コミュニティ活動のイベント等に関する

事業

また、事業採択にあたっては、親子参加型を優

先するとされています。

助成対象となる事業の参考例（別表３）を記載

していますが、事業内容によっては助成対象外と

なる場合がありますので、留意してください。

なお、この事業の助成対象はソフト事業となっ

ており、設備（備品）の整備は対象外となります

ので注意してください。

事業の実施主体は、都道府県、市町村、コミュ

ニティ組織又はその連合体と定められています。

助成金額は、１件につき３０万円～１００万円で、１０

万円単位となっています。ただし、地区住民のコ

ミュニティ組織が実施主体となる場合は、コミュ
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別表２：コミュニティセンター助成事業　参考例
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ニティ組織の運営費補助にならないように留意し

てください。

⑤自主防災組織育成助成事業

この事業は、一定地域の住民がその地域を災害

から守るために結成した自主防災組織、婦人防火

クラブ又はその連合体が行う災害の被害防止・軽

減活動に直接必要な施設又は設備の整備に関する

事業について助成を行うものです。

また、市町村が自主防災組織に支給・貸与する

ために実施する事業も助成対象となります。

助成対象となる事業の参考例（別表４）を記載

していますが、事業内容によっては助成対象外と

なる場合がありますので、留意してください。

事業実施主体は、市町村、自主防災組織及び婦

人防火クラブ又はその連合体と定められています。

しかし、事業の性格上、市町村より、自主防災

組織及び婦人防火クラブが事業実施主体となるこ

とが望ましいと考えられます。

この事業については、市町村課の所管ではあり

ません。詳細については、危機管理室消防防災課

まで問い合わせてください。

４．事業完了後の注意点

要綱上、事業完了後１ヶ月以内に都道府県を経由

して実績報告書を自治総合センターへ提出しなけれ

ばなりません。

特に、事業完了が年度末である事業については、

速やかに実績報告を提出しなければなりません。も

し、５月に入ってから実績報告を提出することにな

ると、出納閉鎖期間内に助成金の送金が間に合わな

くなる場合があります。

また、助成を受けた施設又は整備（ソフト事業の

場合はポスター・チラシ等）については、宝くじの

助成金で整備した旨の表示（プレート・シール等）

とともに、市町村の広報誌等で「宝くじの助成金で

整備した」旨の広報を行うこととされていますが、

広報誌等への掲載が失念されているケースも見受け

られます。広報誌等は、実績報告の添付書類となっ

ていますので注意してください。

５．おわりに

平成２０年度の助成申請は、例年の日程であれば、

１０月上旬に自治総合センターからの照会があり、１１

月初旬に申請することになると思われます。

コミュニティ活動を計画される場合には、当助成

事業の趣旨等を十分理解された上で積極的な活用を

検討していただきますようお願いします。

（大阪府総務部市町村課振興・合併グループ）
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別表３：青少年健全育成助成事業　参考例

別表４：自主防災組織育成助成事業　参考例
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＊コミュニティ組織

要綱では、「市（区）町村における自治会、町内会

等の地域的な共同活動を行っている団体又はその連合

体」とされています。

したがって、特定目的のために組織された団体（宗

教団体、営利団体、公益法人、商工会、社会福祉協議

会、観光協会、体育協会、趣味の愛好会・イベント等

のために組織された団体）、ＮＰＯ、その他その活動

が地域に密着しているとは言いがたい団体等は、除か

れます。

また、地理的な範囲の典型例としては、小学校の通

学区程度と考えられています。

なお、地縁的な団体であっても会員資格に特定の制

限を設けていないなど、組織の目的・性格・活動範囲

などが自治会・町内会に準じる団体の多くも助成対象

となるコミュニティ組織と考えられます。
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